
  

「再生可能エネルギー発電促進賦課金」の
適用に関する届出について

                                                                            平成24年6月20日
                                                                            北陸電力株式会社

　当社は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」

の施行を受け、平成24年7月から順次､「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を電気

料金に適用させていただくため、本日(6月20日)、経済産業大臣に対して電気供給約款

等の変更の届出を行いましたので、お知らせいたします。

　「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の施行（平

成24年7月1日）にあわせ、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」が始まります。

　同制度では、太陽光、風力、中小水力、バイオマス、地熱で発電された電気を国が定

めた買取価格・買取期間で電気事業者（新電力を含む）が買い取ることを義務付けると

ともに、買取に要した費用は、使用電力量に比例した「再生可能エネルギー発電促進賦

課金」という形で、電気料金の一部として電気をご使用の皆さまにご負担いただくこと

とされております。

　当社は同制度の趣旨に則り、平成24年7月から順次、「再生可能エネルギー発電促進賦

課金」を電気料金に適用させていただくため、本日、経済産業大臣に対し、電気供給約

款等の変更の届出を行いました。

　またあわせて、電気最終保障約款についても、「再生可能エネルギー発電促進賦課

金」の適用に関する届出を行うとともに、関連する供給約款等以外の供給条件
※１
につい

ても申請いたしました。

【届出の主な内容】

　「再生可能エネルギー発電促進賦課金」の電気料金への適用

（参考１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
※２

　・平成24年度
※３
の「再生可能エネルギー発電促進賦課金単価」は22銭／kWh（税込み）

　・現在ご負担いただいている太陽光発電促進付加金も引き続きご負担いただくことに

　　なります（平成24年度単価　４銭／kWh・税込み）



（参考２）従量電灯の平均的なモデル（300kWh／月）影響

　・再生可能エネルギー発電促進賦課金のご負担額は66円／月（税込み）

　・太陽光発電促進付加金のご負担額は12円／月（税込み）

　

以　上

添付資料１：再生可能エネルギーの固定価格買取制度にもとづく「再生可能エネルギー

　　　　　　発電促進賦課金」の適用について

添付資料２：供給約款等以外の供給条件（需要場所についての特別措置）について

※１：・現在実施している「料金についての特別措置（太陽光発電促進付加金）」、「定額電灯およ

　　　　び公衆街路灯Ａの料金についての特別措置（10W区分の設定）」および「需要場所についての

　　　　特別措置」

　　　・「需要場所についての特別措置」は、適用対象に再エネ認定発電設備等を追加（詳細は添付

　　　　資料２をご覧ください）

※２：・「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規

　　　　定に基づき納付金単価を定める告示」で経済産業大臣が定める

※３：・低圧で電気をお使いの場合、平成24年8月分～平成25年3月分までのご使用分

　　　　（平成24年7月の検針日～平成25年3月の検針日の前日までのご使用分）

　　　・高圧・特別高圧で電気をお使いの場合、平成24年8月1日～平成25年3月31日までのご使用分

 











 

供給約款等以外の供給条件（需要場所についての特別措置）について 

 

 

・再生可能エネルギーの固定価格買取制度の開始にあたり、再エネ認定発電設備等※１

について、同一敷地内で複数の需給契約（別引込み）が可能となる措置を実施する

ことといたしました。 

・既に「需要場所についての特別措置」を実施している急速充電設備等※２に加え、

再エネ認定発電設備等とあわせた措置として、このたび認可申請を行ったもので

す。 

○ 内 容 

・急速充電設備等または再エネ認定発電設備等を使用される場合、設置される区

域または部分（以下、「特例区域等」）を１需要場所とみなすことで、特例区域

等について、同一敷地内のそれ以外の区域等とは別契約とし、複数の需給契約

を締結いただくことができます。 

・ただし、本措置は、１敷地につき、急速充電設備等または再エネ認定発電設備

等それぞれ１特例区域等に限ります。 

・また、必要となる工事費は、お客さまにご負担いただくこととなります。 

  

 

 

 

 

 

○ 適用開始日 

平成 24 年７月１日 

 

※１ 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく認定

発電設備およびその使用に必要な負荷設備（ＰＣＳ［パワーコンディショナー］等） 

※２ 電気自動車専用急速充電設備およびその使用に必要な負荷設備 

 

 

以 上 

（例）高圧の敷地内に再エネ認定発電設備等を設置 
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特例区域等　⇒　別契約（別引込み）が可能

添付資料２


